
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

    

鉾田市立大洋中学校 

保健室 

令和４年９月３０日 

 ＊ 毎月の保健だよりは、生徒のみなさん、保護者の皆さまそれぞれお読みいただければと思います。 

【新型コロナウイルス感染症 （ オミクロン株 BA.5型 ） について】 
特徴  ①いつものかぜやインフルエンザのような症状が多い（いつものかぜよりはのどの痛みやだるさが

強い人もいる） 

    ②年齢によって症状が違う（10歳未満は高熱が出やすく、70歳以上は発熱する人が少ない） 

    ③子ども（2～12歳）は熱性けいれんをおこすことが多い 

    ④重症化する頻度は従来と比べて増えていないが、重症化するタイミングが早くなっている 

（７日→３日以内）※病毒性の低下ではなく、ワクチンの効果と考えられている 

    ⑤潜伏期は平均３日 ２～４日でよくなることが多い 

    ※ ただし、人によって治り方はバラバラ 咳や頭痛が７日以上たっても続く人もいる 

参考資料：「ウイルス感染をのりこえるための説明書 ミクロン株 BA.5編」諏訪中央病院 医師 玉井直裕 

【療養期間の短縮について】 
厚生労働省は 9/7より、新型コロナウイルス感染症による陽性者の療養期間を短縮する方針を示しており

ますが、症状がある場合は 10 日間、症状がない場合は 7 日間が経過するまでは、感染リスクがあると言わ

れています。自身による健康状態の確認、感染リスクが高い場所の利用や会食を避けること、手洗い・うが

い・マスクを着用するなど引き続き感染予防の徹底をお願いします。 

【症状がある場合】 ※ 感染可能期間は、陽性者が有症状の場合は発症日の２日前から、無症状の場合は陽性となった検体採取日の２日前から療養解除されるまでの期間 
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※ 症状がない場合は、検体採取日から７日間を経過した場合８日目に療養解除を可能（従来から変更なし） 

加えて、５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過後（６日目）に解除が可能 

10月の保健行事 

◎ 薬物乱用防止教室 
日時：令和４年１０月１４日（金） 

講師：茨城県県警少年サポートセンター 

場所：各教室（リモート） 

対象：全校生徒 
 
◎ 10月の視力検査 
対象：４月に実施した視力検査の結果視力

1.0未満（B以下）で眼科への受診が

済んでいない人と希望者 

持ち物：眼鏡・コンタクトレンズ（使用している人） 

※ すでに受診が済んでいる人は受診結果

報告書の提出をよろしくお願いします。 

だんだんと朝・夜は涼しくなりましたが、気温差が激しいこの時期は、体調を崩す人が増えて

きます。来週は県東地区新人戦が始まります。疲れを残さないように、十分に休養や栄養をと

り、体調を整えて練習の成果が発揮できるようにしていきましょう。 

１０月の安全目標 

交通ルールを理解し守ろう 

１０月の保健目標 

目の健康について考えよう 寝る前にスマホを触っていませんか？ 
 
「朝起きられない」「昼間もずっと眠い…」 —もしかしたら“寝る前スマホ”が原因かもしれません。 

スマホの画面から出る「ブルーライト」は、体を昼間だと勘違いさせてしまいます。そうすると体内の

リズムが狂い、眠りの質が悪くなってしまいます。 

寝る 2時間前にはスマホから離れ、リラックスし、別の楽しみを見つけられるといいですね。 

裏面はコンタクトレンズの使い方についての特集です。 

７日間かつ症状軽快後２４時間 



  

～疲れ目解消  ４つのケア～ 


